
船橋市後期高齢者医療に関する条例施行規則に規定する様式を定める要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、船橋市後期高齢者医療に関する条例施行規則（平成 21 年規則第 8 号。

以下、規則）の施行に関し、必要な様式を定めるものとする。 

（様式） 

第２条 規則に規定する様式は、別表に掲げるところによる。 

 附 則 

この要綱は、令和 8 年 2 月 24 日から施行する。 

 

別表 

様式番号 様式名称 規則条項 

様式第 1 号の 1 後期高齢者医療保険料納入通知書 第 2 条 

様式第 1 号の 2 後期高齢者医療保険料納入通知書 第 2 条 

様式第 2 号 後期高齢者医療保険料過誤納金還付通知書 第 3 条 

様式第 3 号 後期高齢者医療保険料過誤納金充当通知書 第 3 条 

様式第 4 号 後期高齢者医療保険料過誤納金還付充当通知書 第 3 条 

  



様式第１号の１ 

 

  



様式第１号の２ 

 



様式第２号 

 



様式第３号 

 



様式第４号 

 


